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感染症法上の主な措置 新型コロナウイ
ルス感染症

SARS、MERS、鳥
インフルエンザ

診断した医師の届出 〇 〇

患者の指定医療機関への入院（勧告） 〇 〇

検体の収去、採取等 〇 〇

感染症の病原体に汚染された場所の消毒 〇 〇

感染症の病原体に汚染された場所等への
立入制限又は禁止、交通の制限又は遮断

× ×

患者、そのほかの関係者に対する質問及
び調査

〇 〇

発生及び実施する措置等に関する情報の
公表

〇 ×

濃厚接触者等の健康状態報告の協力依頼 〇 ×
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１．感染症法上の新型コロナウイルス感染症の位置づけ



 調査・分析、情報収集・発信など、効果的な感染症対策を一体的に担う常設の「司令塔機能」として
令和2年10月1日に立ち上げ

 平時から、人材育成や自治体・研究機関等とのネットワーク構築などを通じて、インテリジェンス機能を強化
 危機発生時は、迅速かつ効果的に対応を図る緊急時オペレーション機能を発揮

２．東京感染症対策センター（東京iCDC）

感染症対策本部

知事

iＣＤＣ

健康危機管理対策本部

福祉保健局
・感染症対策部 ・総務部
・医療政策部 ・保健政策部
・健康安全部

・保健所

・健康安全研究センター 等

iＣＤＣ専門家ボード
疫学・公衆衛生チーム
感染制御チーム
感染症診療チーム
微生物解析チーム
検査・診断チーム
研究開発チーム
リスクコミュニケーション
チーム
人材育成チーム
外部アドバイザー

総合調整
政策立案

保健所連携支援
医療提供対策の確保

入院調整
宿泊療養

検査体制の確保
物資調達
情報発信
情報管理

疫学分析・評価 等

厚生労働省 区市町村 東京都医師会 医療機関 検査機関
東京消防庁 国立感染症研究所 東京都医学総合研究所 等

連携

（Tokyo Center for Infectious Disease Control and Prevention, Tokyo iCDC）



３．モニタリング指標

• 新型コロナウイルス感染症について、都内の「感染状況」と「医療
提供体制」を2つの柱として7つのモニタリング項目を設定
– 感染状況

(1) 新規陽性者数

(2) *#7119における発熱等相談件数

(3) 新規陽性者における接触歴等不明者

– 医療提供体制

(4) 検査の陽性率（PCR・抗原）

(5) 救急医療の*東京ルールの適用件数

(6) 入院患者数

(7) 重症患者数

• 毎週、専門家による状況分析を項目ごとに行い、都内の感染状況
と医療提供体制それぞれについて4段階で評価

用語 意味

*♯７１１９ 急病やけがの際に、緊急受診の必要性や診察可能な医療機関をアドバイスする電話相談窓口

*東京ルール
の適用件数

救急隊による5医療機関への受入要請又は選定開始から20分以上経過しても搬送先が決定しない事案の件数



疫学調査
濃厚接触者調査
患者療養調整

疑い

① 症状等からコロナ感染を疑った場合、コールセンター又は保健所の案内により、検査ができる医療機関を受診

医療機関

コールセンター

相談

② 検査で陽性の場合、医療機関から管轄保健所に対し、システムにより患者発生報告を実施（詳細は次ページ）

案内

受診・検査実施

医療機関

患者発生報告

都内全域
24時間対応

都内約4000か所
検査及び治療を実施

４．患者の発見、発生時の対応

③ 報告を踏まえ、管轄保健所が患者と接触。患者の状態に応じた療養、疫学調査に基づく感染拡大防止対策を実施

患者

入院

都内31箇所
管内所在の

患者対応を実施

宿泊療養

（氏名等個人情報、発症日、推定感染経路等）

自宅療養
重症化リスク、生活状況から判断

入院費用、宿泊施設利用
については公費負担あり。

自宅療養の場合、食料等
支援制度あり

保健所

保健所

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXjam15-_UAhXFurwKHfJrAsUQjRwIBw&url=http://www.irasutoya.com/2013/01/blog-post_7634.html&psig=AFQjCNHjtHgp-M2sN7IXBZXGADVlxSJTKQ&ust=1499263882564637
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXjam15-_UAhXFurwKHfJrAsUQjRwIBw&url=http://www.irasutoya.com/2013/01/blog-post_7634.html&psig=AFQjCNHjtHgp-M2sN7IXBZXGADVlxSJTKQ&ust=1499263882564637


５．新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（全体像）

HER-SYS Health Center Real-time Information-sharing System on COVID-19
医療機関・保健所・患者（入力のみ）がクラウドに情報を登録し、情報共有を図るシステム

新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム 帰国者・接触者外来ユーザー操作マニュアル

検査機関

宿泊療養施設
社会福祉施設

都庁

診療検査医療機関

入院医療機関

健康観察結果
健康観察結果

医師所見情報

健康フォローアップ

診断情報
入院情報
医療行為

発生届
個人基本情報
問診表情報
検査記録

患者
（自宅療養）

検体

検査結果

保健所
保健所は積極的疫学調査の
結果やステータスなども入力
全ての機能権限を持つ

都庁は同じデータをリアルタイムで共有
（閲覧権限のみ）し、全体像を把握



〇新型コロナウイルス感染者等の情報（症状、行動歴等）を

一元的に管理、関係者間で共有！
◆現場の保健所職員等の作業をIT化・ワンスオンリー化

（一度入力した情報を別途報告等する必要がなくなる）

◆スマホ等を通じて患者が健康情報を入力
◆感染者等の状態変化を迅速に把握・対応 的確な患者管理のサポート

スマホ等により簡単に報告可能に

きめ細かな安否確認を受けられる
ように

【都民】

パソコン・タブレット で入力・報告が可能に
保健所がＦＡＸをパソコンに入力する作業も
減少

【医療機関】

【東京都・保健所】

患者本人や医療機関、保健所等が入力
した患者情報が迅速に集計され、東京都、
国まで共有可能に。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000728154.pdf

保健所・医療機関等の負担軽減

感染者等へのサポートの充実・安心

５．新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（特徴）



６．相談・検査体制の拡充、検査の戦略的展開

● 都民の不安を解消するための相談体制を充実するとともに、重症化リスクの高い施設や感染拡大が想定さ
れる場所等における戦略的・集中的な検査を展開

相談体制の充実 検査体制の拡充

検査実施機関

診療・検査医療機関

約4,000か所 (ＰＣＲセンター等含む)

⇒地域で検査を受けられる体制を確保

東京都発熱相談センター［最大100回線］
(24時間対応 土日祝含む)

発熱等の症状が生じた方

電話相談

かかりつけ医が
いない方等

かかりつけ医
地域の身近な医療機関

不安に思う方
（感染予防法が知りたい、感染の疑いあり 等)

新型コロナコールセンター［最大46回線］

(９時から22時 土日祝含む)

電話相談

検体

検査処理機関
東京都健康安全研究センター、

民間検査機関、医療機関等

検査処理能力

検査需要に対して、十分な検査処理
能力を確保

最大時 約9.7万件/日

高齢者・障害者施設・病院等での集中的検査

保育所等におけるＰＣＲ検査体制の整備

感染拡大が想定される場所等での戦略的検査

検査の戦略的展開


